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八代市農業委員会総会議事録 
 

１． 開催日時 令和元年１２月２５日（水）午後４時２分から午前４時４２分 

 

２． 開催場所 八代市役所仮設庁舎 東棟２階２１号会議室 

 

３． 出席委員（17人）  

  会長     １番 白石勝敏 

２番 中野敏憲 

３番 松本秀昭 

        ４番 萩本一浩 

５番 平野英明 

６番 光永信一 

７番 髙野康喜 

８番 門田静子 

９番 中村道一 

１１番 中村和人 

１３番 杉本秀雄 

職務代理者 １４番 本田友治 

１５番 吉永安圭美 

１６番 萩本厚生 

職務代理者 １７番 内田孝光 

１８番 深田 智 

１９番 寺田 浩 

 

４． 欠席委員（1人） 

１０番 田口一廣 

 

５． 出席推進委員（27人） 

釜賀義孝 

本田あゆ子 

福島正一 

齊藤光幸 

中 千代志 

宮本貞義 

渡 康之 

西田政彦 

石岡孝士 

吉田寛実 

中西芳裕 

石田雄一 

鶴山正行 

有村敏之 

橋本一郎 

瀨本浩和 
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林田孝介 

山口辰也 

増田武夫 

上原 誠 

宮﨑 潔 

田﨑千明 

松田英次 

島田弘美 

村上寿啓 

長井三規 

黒田浩一郎 

 

６． 議事日程 

第１  議案第５１号  農地法第３条第１項の規定による所有権移転の許可申請

について 

第２  議案第５２号  農地法第３条第１項の規定による賃借権・使用貸借権の許

可申請について 

第３  議案第５３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

第４  議案第５４号 農地法第５条第１項の規定による所有権移転の許可申請

について 

第５  議案第５５号 農地法第５条第１項の規定による賃借権・使用貸借権設定

の許可申請について 

第６  議案第５６号 事業計画変更承承認願いについて 

第７  議案第５７号 農用地利用集積計画について 

 

 

７．農業委員会事務局職員 

   局長    志水浩二 

   次長兼係長 山本康博 

参事    橋本周斉 

参事    泉 正裕 

主事    桑野 直 

主事    平川祥子 

 

８．会議の概要 

事務局長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 それでは、ただいまから１２月の総会を開会したいと思います。 

 本日は、田口委員から欠席の連絡が入っております。 

 本日の出席委員は定足数に達しておりますので、総会は成立しております。 

 それでは、会議規則のとおり、会長に議長をお願いし、議事の進行をしていただき

ます。よろしくお願いします。 

 

 皆さん、こんにちは。１２月中旬ごろに、人・農地プランのアンケート調査の説明

会に各地区農業委員さん、推進委員さん、出向いていただきまして、大変ありがとう
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議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

推進委員 

 

 

ございました。 

 この、人・農地プランについては、国が方針を定めています。全国農業委員会で取

り組んでおります。八代市は、遅れておりますが、これを機会に、人・農地プランの

作成に、政策課と一緒に取り組んでいきたいと思います。 

 今後、皆さん方にも色々と出向くことがあるかと思いますが、一つよろしくお願い

いたしまして、ただ今より１２月の総会を開会致したいと思います。 

 本日は、田口委員から欠席の連絡が入っております。 

 それでは、ただいまより１２月の農業委員会総会を始めます。 

 最初に、本日の議事録署名委員を指名します。２番、中野敏憲委員、３番、松本秀

昭委員にお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります。 

 議案書のとおり進行しますので、よろしくお願いします。 

 議案第５１号農地法第３条第１項の規定による所有権移転の許可申請について、事

務局より説明をお願いしますが、５番、６番については、吉永委員が申請人の一人で

すので、最初に審議したいと思います。 

 八代市農業委員会会議規則第１６条の規定により、この案件の審議が終わるまで、

吉永委員の退席を求めます。 

 

（吉永委員退席） 

 

 では最初に、５番、６番の説明を事務局にお願いします。 

 

 議案第５１号農地法第３条第１項の規定による所有権移転の許可申請について、議

案書１ページの５番、６番のとおり、付議いたします。 

 ５番、６番の所有権移転申請は、自作地相互の交換です。地目は、田３,６５８平

方メートルです。 

 内容につきましては、議案書記載通りです。 

 これらは、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たす

と考えます。御審議方、よろしくお願いします。 

 

 ただいま、事務局から説明がありました案件につきまして、担当委員さんから説明

をお願いします。 

 

 ５番、６番につきましては、関連しておりますので、あわせて説明いたします。 

 場所は鏡町宝出でございます。この○○○○さん、○○○○さんの田んぼにつきま

しては、隣接しておりまして、今まで便宜上は、長年にわたって、交換して耕作して
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

おられました。このたび正式に交換して、所有権移転したいということでございまし

たので、よろしくお願いいたします。 

 

 この件につきまして、皆さんから何か質問ございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

 では、異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

 挙手全員ということで、認めることといたします。 

 ここで、吉永委員の退席を解きます。 

 

（吉永委員着席） 

 

 それでは、審議を再開します。 

 議案書の５番、６番以外について、事務局より説明をお願いします。 

 

 議案第５１号農地法第３条第１項の規定による所有権移転の許可申請について、議

案書１ページ、１番から４番、７番、８番のとおり、付議いたします。 

 これらの所有権移転申請は、売買による取得が２件、贈与が４件です。地目別では、

田１万４,６６２平方メートル、畑１,５４０平方メートル、地目が宅地で現況畑が２

８７.６平方メートル、計１万６,４８９.６平方メートルです。 

 内容につきましては、議案書記載どおりです。 

 これらは、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たす

と考えます。御審議方、よろしくお願いします。 

 

 ただいま事務局から説明がありました案件につきまして、担当委員さんから説明を

お願いします。 

 １番、松高、お願いします。 

 

 松高の宮本です。１番について、御説明をいたします。 

 譲渡人の○○○○さんの申請地と、譲受人の○○さん、△年ほど前に申請地から３

００メートルほど離れたところに農地をお互いに交換して耕作をされておられまし

た。今回、申請地は入り口がないために、○○さんの農地が隣接しているので、売買
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推進委員 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

に至りました。○○さんは、米、トマト、メロン、ブロッコリーを栽培され、後継者

もおられ、規模拡大を目指しておられます。 

 場所は、○○○から○○へ△△△メートルのところです。２０日の日に、萩本委員

さんと調査を致しました。何ら問題はないと思います。御審議、よろしくお願いいた

します。 

 

 ２番、八千把、お願いします。 

 

 八千把担当の中 です。２番について説明します。 

 場所的には、古閑浜町の○○○○の○○に当たり、現況、受け手の○○さんが水稲

を小作されている農地で、この農地を○○さんから、○○さんに贈与されても、何ら

問題がないと思います。審議、お願いします。 

 

 ３番、千丁、お願いします。 

 

 千丁の山口です。○○さんは、○○○○○○○○○○○を控えており、長男さんが

新規就農者として農業を継がれていますので、何ら問題ないと思います。よろしくお

願いいたします。 

 

 ４番、千丁、お願いします。 

 

 千丁の上原です。２３日、農業委員の深田さんと他３名で現地調査をいたしました。 

 場所は、古閑浜鏡線の○○○○の信号から○○へ△△△メートルのところに、○○

○という看板のところです。 

 この案件は、１０月にも出ていまして、譲渡人の○○○○さんは、○○○○に在住

で、田んぼの管理ができない。で、譲受人の○○さんは、この屋敷を通らないと作業

ができないということで、贈与ということになりました。問題はないと思います。審

議の方、よろしくお願いいたします。 

 

 ７番、東陽、お願いします。 

 

 東陽校区の黒田です。申請番号、７番と８番について説明いたします。 

 ７番の件につきましては、１２月２０日、中野委員と現地調査をしました。譲受人

は、養鶏業とショウガを中心に農業経営をされており、今回、申請地を取得し、経営

の規模拡大を図られるもので、何ら問題はないと思われます。よろしくお願いいたし

ます。 
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議長 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 次に、８番の件は、譲渡人と譲受人は親子の関係で、今回、申請地を贈与により取

得するもので、何ら問題はないと思われます。御審議のほう、よろしくお願いいたし

ます。 

 

 この案件につきまして、皆さんから何か質問ございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

 では、異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

 挙手全員ということで、認めることといたします。よって、申請を許可いたします。 

 

 議案第５２号農地法第３条第１項の規定による賃借権・使用貸借権の許可申請につ

いて、事務局より説明をお願いします。 

 

 議案第５２号農地法第３条第１項の規定による賃借権・使用貸借権の許可申請につ

いて、議案書２ページのとおり付議いたします。 

 今月の使用貸借権の許可申請は１件ありました。地目としては、畑、５９７平方メ

ートルです。 

 内容につきましては、議案書記載どおりです。 

 こちらの案件も、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを

満たすと考えます。御審議方、よろしくお願いします。 

 

 ただいま事務局から説明がありました案件につきまして、担当委員さんから説明を

お願いします。 

 １番、二見、お願いします。 

 

 二見地区の瀨本です。１番について御説明します。 

 この件について、１２月１６日、農業委員さんの平野さんと二人で、申請人に対し

て現地確認と調査を行いました。 

 場所は、二見小学校グラウンドの○○に当たります。 

 譲受人の○○○○さんは、住まいが○○○○で、作られるのが困難であり、譲受人

の○○○○さんが規模拡大のため、作られるものであり、担当委員として何ら問題が

ないと思われます。御審議の方、よろしくお願いします。 
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議長 

 

 

 

 この案件につきまして、皆さんから何か質問ございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

 では、異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

 挙手全員ということで、認めることといたします。よって、申請を許可いたします。 

 

 議案第５３号農地法第４条第１項の規定による許可申請について、事務局より説明

をお願いします。 

 

 議案第５３号農地法第４条第１項の規定による許可申請について、議案書３ページ

のとおり付議いたします。 

 今月の申請は１件で、その内容は議案書記載のとおりです。 

 事務局からは、農地転用許可の立地基準について説明します。 

 １番の案件は、備考欄記載のとおり、用途地域内の農地ですので、第三種農地に区

分され、許可は可能と考えます。また、農地転用の確実性や周辺農地に悪影響を及ぼ

す恐れがないことなどから、一般基準についても許可は可能であると考えます。 

 それでは、御審議方、よろしくお願いいたします。 

 

 ただいま事務局から説明がありました案件につきまして、担当委員さんから説明を

お願いします。 

 １番、太田郷、お願いします。 

 

 太田郷担当の渡 です。１番について御説明いたします。 

 申請地の場所でありますが、上日置町、太田郷小学校○○△△キロメートルの地点

であります。そこにアパートを１棟建てられるということであります。以前にも、そ

の横の土地に２棟建てられて、そこが常時満室であるため、需要が見込めるというこ

とで申請を行われたということであります。よろしくお願いします。 

 

 この案件につきましては、皆さんから何か質問ございませんか。 

 

（質問、意見なし） 
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 では、異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

 挙手全員ということで、認めることといたします。よって、申請を許可いたします。 

 

 議案第５４号農地法第５条第１項の規定による所有権移転の許可申請について、事

務局より説明をお願いしますが、５ページ、１０番の案件については、８ページ、事

業計画変更の１番と関連していますので、事業計画変更のときにあわせて御審議いた

だきたいと思います。 

 では、事務局より説明をお願いします。 

 

 議案第５４号農地法第５条第１項の規定による所有権移転の許可申請について、議

案書４ページから６ページのとおり付議いたします。 

 今月の申請は１４件で、その内容は議案書記載のとおりです。 

 それでは、最初に、農地転用許可の立地基準について説明いたします。 

 ４ページ、お願いします。 

 １番の案件は、おおむね１０ヘクタール以上の広がりの区域内にある農地のため、

第一種農地に区分されますが、集落に居住するものの、業務上必要な施設で、集落に

接続して設置されるため、不許可の例外規定に該当し、許可は可能と考えます。 

 なお、土地選定の代替地については検討済みです。 

 次に、２番から５ページの８番の案件は、住宅供給のために、分筆によって区画割

されている、農業公共投資の対象となっていない１０ヘクタール未満の小集団の生産

力の低い農地で、第二種農地に区分されます。措置選定の代替地については検討済み

であり、許可は可能と考えます。 

 次に、９番の案件は、おおむね１０ヘクタール以上の広がりの区域内にある農地の

ため、第一種農地に区分されますが、集落に居住する者の日常生活上必要な施設で、

集落に接続して設置されるため、不許可の例外規定に該当し、許可は可能と考えます。

既存の宅地を拡張するものであり、土地選定の代替地はなく、許可は可能と考えます。 

 なお、一部無断転用であったため、追認許可を得るための始末書が添付されており

ます。 

 次の１０番の案件は、一部事業計画変更が同時申請されておりますので、あとの議

案第５６号で説明いたします。 

 ６ページ、お願いします。 

 次に、１１番の案件は、新八代駅からおおむね３００メートル以内に位置する農地



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のため、第三種農地に区分され、許可は可能と考えます。 

 次に、１２番の案件は、農業公共投資の対象となっていない１０ヘクタール未満の

小集団の生産力の低い農地で、第二種農地に区分されます。土地選定の代替地につい

ては検討済みであり、許可は可能と考えます。 

 次に、１３番の案件は、八代市千丁支所からおおむね３００メートル以内に位置す

る農地のため、第三種農地に区分され、許可は可能と考えます。 

 最後に、１４番の案件は、特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地のた

め、第一種農地に区分されますが、集落に居住する者の日常生活上必要な施設で、集

落に接続して設置されるため、不許可の例外規定に該当し、許可は可能と考えます。 

 なお、土地選定の代替地については検討済みです。 

 次に、一般基準について説明いたします。 

 農地転用の確実性や周辺農地に悪影響を及ぼす恐れがないことなどから、全ての案

件が許可は可能と考えます。 

 それでは、御審議方、よろしくお願いいたします。 

 

 ただいま事務局から説明がありました案件につきまして、各担当委員さんから説明

をお願いします。 

 １番、八千把、お願いします。 

 

 八千把担当の中 です。番号、１番から９番について説明します。 

 １番は、場所的には、古閑下町の八代市民球場の○○に当たり、現況、○○として

利用されている農地で、受け手の○○さんは、建設業をされていて、事業拡大のため

にこの農地を買い受けて、資材置き場を建築したいといった申請になります。何ら問

題がないと思います。 

 ２番から８番は同一案件なので一緒に説明します。 

 場所的には、古閑浜町の八代鏡線沿いの○○○○の道を挟んだ反対側に当たり、現

況、荒れ地状態になっている農地で、この農地に開発行為をかけて、住宅用道路と個

人住宅６棟を建築される予定です。何ら問題がないと思います。 

 この案件の場合、開発行為をかけて区画割の６筆、全部買い手が見つからなくては、

農地転用ができないといった行政書士さんからの説明でした。詳しいことは、５条担

当の橋本君にお聞きください。 

 ９番は、議案第５１号の２番と同一案件になり、○○さんの自宅への進入路が狭い

ため、○○さんが畑として利用されている農地と、○○さんが小作されている農地を

交換したいといった申請になります。何ら問題がないと思います。審議をお願いしま

す。 
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

推進委員 

 

 

 この件につきまして、皆さんから何か御質問ございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

 では、異議がなければ挙手をお願いします。 

 すみません。事務局のほうからお願いします。 

 

 それでは、先ほど中 さんのほうから説明がありました件で、少し付け加えさせて

いただきます。 

 先の２番から８番の案件については、先ほど少し説明に加えておりましたが、既に

分筆によって区画割をされている所で、なぜこのような申請になったかというと、２

番の申請人の○○さんが八千把地区に住宅を建てたいという相談は数件受けていら

っしゃいましたが、八千把の区画整理事業区域内の土地については、○○○○という

ことで、条件が合わないということです。それで、その話を聞かれまして、その周辺

を探され、上下水道が整備されていて、地権者の同意を得られたため、この区画内で

計画をされました。 

 しかし、宅地分譲地については、用途区域内でしか許可ができないため、今回のよ

うな、買い主が決まってから住宅地の整備と転用の申請を同時にということの申請に

なりました。 

 以上です。 

 

 ただいま事務局から説明がありましたが、この件につきまして、皆さんから何か御

質問ございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

 では、異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

 挙手全員ということで、認めることといたします。よって、申請を許可いたします。 

 １１番、太田郷、お願いします。 

 

 太田郷担当の渡 です。１１番について御説明いたします。 

 １２月２２日、田口委員とともに、申請地のほうを確認に参りました。所在は、島

田町白百合学園高等学校○○△△メートルの地点にあります。譲受人の方が申請地を
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議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

買い上げて、整骨院並びに住宅を建てたいということでありました。別に、何ら問題

はないと思いますので、御審議方、よろしくお願いいたします。 

 

 １２番、宮地、お願い致します。 

 

 宮地担当の石岡です。１２番について御説明いたします。 

 申請地は、砥崎の橋から○○に約△、△△△メートル行ったところです。申請地の

隣同士には建物はございませんが、△△メートル以内に住宅が存在しておりまして、

担当委員としては、何ら問題はないと思いますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

 

 １３番、千丁、お願いします。 

 

 千丁町担当の増田です。１３の案件について御説明いたします。 

 ２３日の日に深田委員、３名の推進委員で確認に行ってまいりました。 

 申請地は、市役所、千丁支所並びに千丁小学校より△△△メートル○○で、近くに

は郵便局もあり、住居希望者が多いことから、譲渡人より買い受けし、アパートを建

設したいとのことでございます。御審議、よろしくお願いいたします。 

 

 １４番、鏡、お願いします。 

 

 １４番、鏡の田﨑です。位置を１２月２３日に現地確認に行きました。現地は鏡小

学校から○○へ△△△メーターの鏡ヶ池公園に隣接する農地です。 

 鏡村の住宅地の中にありまして、何ら問題はないかと思います。それに、譲受人が

子供３人おられて、実家で一緒に住んでいるそうです。新しい家を建てたいというこ

とで、今回の話になったそうです。御審議方、よろしくお願いします。 

 

 先程は大変失礼いたしました。全部終わったかと思いましたもんで。 

 それでは、この件につきまして、皆さんから何か質問ございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

 では、異議がなければ挙手をお願いします。１人、萩本さん。 

 

（多数挙手） 
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議長 

 

 

 

推進委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

推進委員 

 

 

 挙手多数ということで、認めることといたします。よって、申請を許可いたします。 

 

 議案第５５号農地法第５条第１項の規定による賃借権・使用貸借権設定の許可申請

について、事務局より説明をお願いします。 

 

 議案第５５号農地法第５条第１項の規定による賃借権・使用貸借権設定の許可申請

について、議案書７ページのとおり付議いたします。 

 今月の申請は、賃借権が１件、使用貸借権が１件、合計の２件で、内容につきまし

ては、議案書記載のとおりです。 

 それでは、最初に、農地転用許可の立地基準について説明いたします。 

 １番の案件は、備考欄記載のとおり、用途地域内の農地であるため、第三種農地に

区分され、許可は可能と考えます。 

 次に、２番の案件は、農用地区域内にある農業用施設用地に用途区分されている農

地のため、許可は可能と考えます。 

 なお、無断転用であったため、追認許可を得るための始末書が添付されております。 

 次に、一般基準について説明いたします。 

 農地転用の確実性や周辺農地に悪影響を及ぼすおそれがないことなどから、一般基

準についても全ての案件が許可は可能と考えます。 

 それでは、御審議方、よろしくお願いいたします。 

 

 ただいま事務局から説明がありました案件につきましては、各担当委員さんから説

明をお願いします。 

 １番、高田、お願いします。 

 

 高田担当の中西です。１番について説明します。 

 １２月２２日に髙野委員さんと申請地の確認を行いました。 

 場所は、本野町△△△番地ほか６筆で、高田コミュニティセンターの○○に隣接す

る農地で、今回、コミュニティセンターの改築工事に伴う工事事務所用地として、２

年間借りて利用され、利用後は元の農地に戻されるとのことで、何ら問題はないと思

われます。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 

 ２番、日奈久、お願いします。 

 

 日奈久担当の橋本です。２番について説明します。 

 １２月２２日に、農業委員の杉本さんと現況調査してきました。場所は、日奈久大

坪町の消防署日奈久分署より○○△△△メートルの位置にあります。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 父、譲渡人の農地を、子である譲受人が借りて利用するもので、今回、経営規模拡

大により、手狭となった倉庫を新設するため、手続を進めていたところ、新設予定地

のほか、これまで利用していた倉庫の一部が農業スペースなども転用の許可を受けて

いないことがわかり、申請に至ったということです。 

 申請地は住宅に隣接しており、また周辺農地も自己所有の農地で、これまで営農の

支障なく、申請地を農業用施設として利用されても何ら問題はないと思われます。御

審議方、よろしくお願いします。 

 

 この件につきましては、皆さんから何か質問ございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

 では、異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

 挙手全員ということで、認めることといたします。よって、申請を許可いたします。 

 

 議案第５６号事業計画変更承認願について、事務局より説明をお願いしますが、こ

れは５ページの５条許可申請の１０番と同一案件ですので、あわせて御審議をお願い

します。 

 では、事務局からあわせて説明をお願いします。 

 

 議案第５６号事業計画変更承認願について、議案書８ページのとおり付議いたしま

す。 

 この案件につきましては、過去に農地法第５条において許可されたものです。同時

に、所有権移転の申請もあっていますので、あわせて説明いたします。 

 今月の申請は１件で、その内容は議案書記載のとおりです。 

 当初の転用目的は、個人住宅を建築するものでしたが、許可後、承継者に変更して、

同じく個人住宅を建築する内容となっています。 

 それでは、５ページ、お願いいたします。 

 続いて、議案第５４号農地法第５条第１項の規定による所有権移転の許可申請につ

いて、議案書５ページ、１０番のとおり付議いたします。 

 最初に、立地基準について説明いたします。 

 申請地は、おおむね１０ヘクタール以上の広がりの区域内にある農地のため、第一

種農地に区分されますが、集落に居住する者の日常生活上必要な施設で、集落に接続
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議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

して設置されるため、不許可の例外規定に該当し、許可は可能と考えます。 

 次に、一般基準について説明いたします。 

 事業の確実性や周辺農地に今まで悪影響を及ぼしていないことなどから、許可は可

能と考えます。 

 それでは、御審議方、よろしくお願いいたします。 

 

 ただいま事務局から説明がありました案件につきまして、担当委員さんから説明を

お願いします。 

 １番、八千把、お願いします。 

 

 八千把担当の中 です。この案件は、場所的には古閑浜町の八代鏡線沿いの○○○

○より△△△メートル西側に行ったところで、現況、荒れ地状態の農地で、当初、加

来さんが個人住宅を建築する予定でしたが、○○○○○○されたため断念され、承継

者の○○さんがこの農地を買い受けて、個人住宅を建築されることになりました。何

ら問題がないと思います。 

 

 この案件につきまして、皆さんから何か質問ございませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

 では、異議がなければ挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

 挙手全員ということで、認めることといたします。よって、申請を許可いたします。 

 

 議案第５７号農用地利用集積計画について、事務局より説明をお願いします。 

 

 議案第５７号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集

積計画を議案書９ページから１３ページのとおり付議いたします。 

 今月の利用権設定は、賃借権設定が２８件、使用貸借権が７件、合計３５件で、面

積は１５万３,７６２.３平方メートルです。また、所有権移転は１０件、面積は４万

８,１９６平方メートルです。 

 これら申請のあった案件につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

の各要件に該当すると判断されます。 

 なお、この基盤法により、農地中間管理機構へ譲渡した場合などは、通常８００万
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議長 

 

 

 

 

 

 

円、また買入協議により農地中間管理機構に譲渡した場合には、最高１,５００万円

まで税金の特別控除を受けられるなど、優遇措置がとれますので、農地として売買の

相談があった場合には、事務局にお尋ねいただきますようお願いします。 

 来月１月の熊本県農業公社との農地の所有権移転は、１月１７日金曜日を予定して

います。現時点で関係する地区は、鏡町芝口、鏡町宝出の予定です。地区の担当委員

さんへは、農業公社との調整ができ次第、日程を連絡しますので、よろしくお願いい

たします。 

 以上です。 

 

 ただいま事務局から説明がありましたが、皆さん、何か質問はありませんか。 

 

（質問、意見なし） 

 

 質問がなければ、これは農用地利用計画、集積計画でございますので、原案どおり

決定することといたします。 

 

 本日予定の議案は全て終了しました。 

 今月は、許可不要転用届、農地法第１８条第６項の規定による通知、合意解約の届

け出通知がありましたので、報告します。 

 これをもちまして、１２月の八代市農業委員会を閉会いたします。皆様、お疲れさ

までした。 

 

 

八代市農業委員会会議規則第１９条第１項の規定により署名押印する。 

 

令和元年１２月２５日 

 

      八代市農業委員会 会長                

 

      八代市農業委員会 委員                

 

      八代市農業委員会 委員                


